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論文の内容要旨

「政党国家J体制にあたると規

定したうえで、その「正統性Jあるいは「正当性」の現段階1について、 1980年代以降に推

進されてきた「政治体制改革j の主要な構成要素である政府機構改革と村民自治改革の内

本論文は、現代中国の政治体制を G・サルトーリのいう

容分析と、その実態解明を目的とする。

序章では、まず日本でいう政治体制と中国でいう「政治体制j の怠味内容の相違につい

て、先行研究を含め再検討を加え、その相違点そのものが現代中国の政治改革の現状認識

に密接にかかわっていると指摘した。その上で、主に 90年代以降の日本における現代中国

政治研究の成果と残された課題について論及した。従来の研究では現代中国の政治体制を

との関連で分析するのが主流全体主義体制、権威主義体制、民主主義体制の「三段階論J

であり、一部ではその枠組みから距離をおいた研究もあるが、ほぼ共通して「毛沢東期の

強権的体制→都小平期以降の弛緩→社会の自律(自立)f七→民主化への移行」という明示的あ

るいは非明示的な認識が見られ、政治体制を支える社会的基盤に対する認識が相対的に希

薄である。本論文ではこうした視点から、 f三段階論」の適用には慎重な立場をとっている。

という二項対立的なアその意味で、民主化への移行に関しては、従来の「民主か独裁か」

このよプローチでは中国の政治社会の変容過程を十分に把握しきれないとし、う認識から、

うな対立軸は設定せずに、実証分析によって明らかになった事実を積み上げることによっ

て現実を再解釈しうる視点を提供したい。また、 r政治学あるいは行政学の概念、の適用につ

いては、比較の視座を失わないため、実証分析に有効であると考えられる枠組み概念につ

いては中国政治分析として積極的に使用し、実証分析を概括したい。
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第一章では、まず 80年代以降の「政治体制改革Jおよび行政改革の方針の変遷について、

部小平の重要講話や党大会で、の政治報告を基礎に時系列的に概括した。「政治体制改革jに

ついては、 1980年の郵小平の「党と国家の指導制度の改革Jでその諸問題が包括的に指摘さ

れ、87年の第 13回党大会において「党政分離」や「権限下放」などを含む形で体系的に方針が

まとめられた。 89年の天安門事件以降は、「党政分離」よりも人民代表大会機能の充実、法

制建設や民主党派との連携強化などが中心的な内容となった。行政改革については、 80年

代前半は官僚主義への対応が主要な課題で、あったのに対し、87年の第 13回党大会以降は市

場経済化に対応した政府機能の転換が重要な課題となり、 2002年の第 16回党大会にも継

続する課題となっている。さらに、現代中国の行政改革に関する先行研究を行政改革論と

政治体制論の 2つの視角に分け、行政改革論の視角においては、地方レベルの改革に関す

る研究が不足していること、党政関係に対する解明が不十分であることを指摘した。政治

体制論の視角においては、行政改革を体系的に分析する課題が不足していることを問題点

として挙げた。その上で、実証分析に関連する理論的枠組みとして、政治体制論からは、「政

党国家j論、政府党体制論、コーポラテイズム論を、行政改革論からは、行政改革の政治・

行政学的分析、「小さな政府」論、新公共経営論(NPM)をとりあげ、それらの議論の中国政

治分杭との関連性に論及し¥以下の実証分析への架橋をはかった。

第二章と第三章では本論文の主題である現代中国の政府機構改革に関して、 1980年代以

降の20年余りにわたる新聞・雑誌資料をもとに、地方レベルにおける改革の事例を分析し、

次のような三段階を経過してきたことを実証した。 1980年代前半の第一段階においてはよ

官僚主義による党・政府への権力集中と非効率、財政負担の増大が問題となっていたため、

定年制度の整備により幹部の若年化と専門化が進められた。また、臨時機構の削減など機

構の簡素化も行われた。しかし、政府機能の転換がなされず、事務註が減少したわけでは

なかった。その点で、簡素化後も機構が再膨張するなど、再び問題が生じた。そこで 80年

代後半の第二段階では政府の現業部門を「経済実体jに改組し(r政企分離J)、政府機能を転

換することで機構改革を推進するという方向性が生まれた。これは現業部門を「経済実体J

に改組し、人員再配置を行ない、行政の効率化と財政負担の軽減を意|唱したもので、あった。

そうした現実認識の背景は経済体制改革による市場経済化の推進に作い、政府の市場に対

する直接介入を制限し、政府はマクロ・コントロール重視にその機能を転換させる!ことで、

市場の活力を引き出そうという新たな認識が生じてきたことによるじさらに、党政関係を

調整することで行政の効率化を進めるという方針が打ち出され、 86年以降は「党政分業j、

87年以降は「党政分離Jの方針のもとで改革が進められた。特に「党政分離Jは、「政党国家」

体制の根幹部分にかかわる改革で、あった。 89年6月の天安門事件に接続する政治的要因の

ーっとなった。本論文では、第二段階で創出された改革モデ、ルをrd j場化対応モデ、/レjとし

て、地方レベルの改革事例を取り上げて分析している。
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1990年代以降については第三段階として、「市場化対応モデ、ノレ」がどのように変容したか

という視点から分析している。 90年代以降は「小政府、大社会Jとして、第二段階で見られ

た現業部門の「経済実体」への改組と人員再配置、マクロ・コントロール強化などの方針は継

続されているが、党政関係に関する方針は後景化している。つまり、80年代後半の当初の「市

場化対応モデ、/レjは「党・政・企」の 3者同時分離を意図していたが、90年代以降は「党・政」は分

離せず、「政・企Jの分離に重点をおいている。党政関係の現状に関しては、筆者による聞き

取り調査の結果などから、「党政分業」の状態に近いものと判断している。

1980年代以降の「政治体制改革Jの一環としての政府機構改革は、政府の市場に対する直

接関与を制限し、その規模を小さくする(f小さな政府J)という政府機能の転換によって、政

府の「効率Jr効用」を高めることにより、「正当性」の確保を意図したものであったといえよ

う。それは特に 80年代後半において、「党政分離Jという「政党国家」体制の根幹部分、つま

り中国共産党の指導性という政治体制の規範的構成要素=f正統性」にも改革が波及した。

第四章では、「正統性J問題との関連で現代中国の農村基層社会における「政治体制改革j

問題をとりあげる。農村では 1980年に最初の村民委員会が誕生し、 1988年に「村民委員会

組織法(試行)Jが制定され、村民自治が導入された。自治組織である村民委員会の構成員は

村民による直接選挙によって選出されることから、民主化との関連で特に 90年代以降は圏

内外の研究者から注目された。しかし、それらの研究成果においては、村民委員会の選挙

のみが注目されることや、「民主か独裁か」という二項対立的アプローチにより分析される

点などの課題が残った。本論文では、村民自治の経緯を村民委員会の誕生から 20年余りに

わたっで「村民委員会組織法」の制定、修正過程を中心に概括した。さらに、村民委員会の

選挙のみならず、村民委員会構成員の罷免、村民会議、村民代表会議の役割、村党支部の

役割、郷鎮政府と村民委員会の関係など、村民自治に関する論点を包括的にとりあげた。

また、村レベルだけで、なく、郷鎮レベルまで改革が波及していることから、近年注目を集

めている郷鎮長の選挙改革や農村税費改革の一環として進められている郷鎮政府の機構改

革の問題をとりあげた。村レベルおよび郷鎮レベルで、諸々の改革が進められる中で、中国

共産党と政府とが融合し、基層社会を取り込んでいくことでその権力の「正統性」を調達し

心つつあることを指摘じた。

終章では実証分析によって明らかになったことを、第一章で提示した分析枠組みの中で

再解釈し、「正統性」および「正当性Jの問題と関連させることで、現代中国の「政党国家J体

制の変容とその方向性について見通した。行政改革論の視角については、現代中国の政府

機構改革が特に第二段階以降は、中国共産党の主導で、市場経済化べの対応が明確に意識

される中で行なわれたこと、「市場化対応モデルJにおいて改革に対する抵抗を軽減させる

措置がとられたことを指摘した。さらに、「小政府、大社会Jを志向する現代中国の行政改

革は、 70年代末以降の欧米諸国における「新自由主義」による行政改革の大きな潮流の中の
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1つであるとみなすこともでき、今後は NPMの本格的導入がなされる可能性があることも

示唆した。

現代中国の行政改革が欧米諸国の改革と類似点を持つ一方で、大きな相違をなしている

のが「政党国家」体制の根幹部分である党政関係の調整とし、う課題である。政府機構改革

の第二段階で「党政不分」による非効率が問題とされ、「党政分業」、あるいは「党政分離J

による効率化が追求された。 90年代以降の第三段階においては、「党政分離」が強調される

ことはなく、「党政分業」に近い状態にあると考えられる。村民自治改革が進められている

農村基層社会においては「党政融合」の側面が濃厚である。今後の「政党国家j 体制の変

容に関しては、可能性の 1っとして政府党体制のモデ、ルを挙げている。 2003年の時点では

「政党国家J体制と政府党体制の事離は大きいが、シンガポールの事例に中国が注目して

いることなどを考えると、将来的に選択肢の 1つになる可能性はある。また、ここでより

注目すべき論点として、コーポラテイズム的移行の可能性がある。すなわち、中国共産党

が「三個代表j 論により自ら利益団体化し、社会の利益を直接吸収することで政策決定に

影響力を持ち、人民代表大会の機能を一部補完するとい'うモデルであり、現段階ではむし

ろこの形に近づきつつあるのではなし、かと考えている。

最後に、現代中国の「政党国家」体制の「正統性Jと「正当性」の問題について、 80年

代以来の政府機構改革は政府の「効用Jr効率」の向上により、「正、11性」を高めるための

改革であった。それは第二段階で「党政分離」が志向されたことを契機に、改革が「正統'性j

問題にまで波及し、 89年の「正統性危機」に接続した。第三段階では機構改革を進めるこ

とで「効用Jr効率」を高め、「正当性Jを確保しつつ、「党政分業」状態にとどめることで「正

統性危機」を回避している。農村基層社会においては村民自治をはじめとする改革で権力

の「正統性j が強化されつ}つある。

現段階では一定程度の「正当性」の確保に成功しており、「正統性危機」に接続すること

は考えにくいが、将来的な危機を避けるためにも「正統'主Jを再調達する必要性は残され

ており、その意味からもコーポラテイズム的移行の可能性に注目しておきたい。

(注)

1 r正統'性」および「正当性Jの概念については山口定『現代政治学叢書 3政治体制Jl(1989 
年東京大学出版会)終章参照

可
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論文審査の結果の要旨

1.本論文要旨

本論文は、現代中国の政治体制を G・サルトーリのいう「政党国家」体制にあたると規定したうえ

で、その「正統性Jあるいは「正当性」の現段階について、 1980年代以降に推進されてきた「政治体制

改革Jの主要な構成要素である政府機構改革と村民自治改革の内容分析と、その実態解明を目的とし

たものである。

序章では、まず日本語でいう政治体制(広義の政治制度)と中国語でいう「政治体制J(政治行政機構

そのものをいう)の含意の相違点を指摘したうえで、 1990年代以降の日本における現代中国政治研

究の成果と課題に関し、先行研究ではほぼ共通して「毛沢東期の強権的体制→郡小平期以降の弛緩→

社会の自律(自立)化→民主化への移行Jという認識が見られるが、それは「民主か独裁かJというこ者

択一的視点に傾斜した議論になっていると批判する。本論文のモチーフは、実証的分析によって明

らかになった事実を積み上げ、中国でいう「政治体制改革Jの現実を再解釈しうる視点を提供したい

とするところにある。

第一章では、まず 80年代以降の「政治体制改革Jおよび行政改革の方針の変遷について、党大会で

の政治報告などを基礎に概括している。すなわち、「政治体制改革」については、 87年の第四回党

大会において「党政分離Jを含む形で具体化されたが、 89年の天安門事件以降は、「党政分離」よりも

人民代表大会機能の充実、法制建設などが中心的な内容となり、行政改革については、官僚主義の

防止から第 13回党大会を境に政府機能への転換へと重心が移った。さらに、現代中国の行政改革に

関する先行研究については、地方レベルの改革に関する研究が不足していること、党政関係の解明

が不十分であること、行政改革の体系的な分析が不足していることを問題点として指摘し、このよ

うな論点と実証分析を結びつけるいくつかの方法論的枠組みとして、政治体制論のレベルからは、

「政党国家J論、政府党体制論、コーポラテイズム論を、行政改革論のレベルからは、行政改革の政

治ー行政学的分析、「小さな政府j論、新公共経営論(NPM)をとりあげている。

第二章と第三章では本論文の主題である現代中国でいう「政治体制改革J、つまり政府機構改革に

関して、 1980年代以降の 20年余りを分析対象としている。 1980年代前半の第一段階においては、

機構の簡素化と幹部の若年化、専門化が進められた。しかし、政府機能の転換がなされず、簡素化

後も機構が再膨張するなどの問題が生じた。そこで 80年代後半の第二段階では政府の現業部門を

「経済実体Jに改組し(f政企分離J)、政府機能を転換することで改革を推進するという方向性が生まれ

た。これは改組により人員再配置を行ない、行政の効率化と財政負担の軽減を意図したもので、あっ

た。その背景には経済体制改革による市場経済化の推進に伴い、政府の市場に対する介入を制限し、

マクロ・コントロール重視にその機能を転換させることで、市場の活力を引き出そうという認識が生

じてきたことがあるとする。さらに、行政の効率化を進める目的で、 86年以降は「党政分業J、87
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年以降は「党政分離」の方針のもとで改革が進められた。特に「党政分離Jは、「政党国家」体制の根幹

部分にかかわる改革であり、天安門事件の政治的原因のーっとなった。本論文では、第二段階で創

出された改革モデ、ルを「市場化対応モデ、ノレJとして、地方レベルの改革事例を取り上げている。

1990年代以降については第三段階として、「市場化対応モデル」がどのように変容したかという視

点から分析を加え、 90年代以降は「小政府、大社会Jとして、第二段階で見られた現業部門の「経済

実体Jへの改組と人員再配置などの方針は継続されているが、党政関係に関する方針は後景化したと

する。つまり、 80年代後半の当初の「党・政・企Jの 3者同時分離からィ 90年代以降は「党・政Jは分離

せず、「政・企Jの分離に重点をおいており、党政関係の現状に関しては、「党政分業」の状態に近いも

のという判断を下している。

第四章では、現代中国の農村基層社会における「政治体制改革」問題をとりあげている。 1980年に

最初の村民委員会が誕生し、 1988年に「村民委員会組織法(試行)Jが制定され、村民自治が導入され

た。本論文では、村民自治の経緯を村民委員会の誕生から 20年余りにわたって「村民委員会組織法」

の制定、修正過程を中心に概括している。さらに、村民自治に関する論点を包括的に分析し、ここ

数年来注目を集めている郷鎮長の選挙改革や郷鎮政府の機構改革の問題をとりあげ、村および郷鎮

レベルで、改革が進められる中で、党と政府とが融合し、基層社会を取り込むことでその権力の「正統

性Jを再調達しつつあることを指摘している。

終章では現代中国の「政党国家J体制の変容とその方向性についてある見通しを論じ、第二段階以

降の政府機構改革は、党の主導で市場経済化への対応が重視される中で行なわれたが、「小政府、大

社会Jを志向する現代中国の行政改革は、欧米における「新自由主義」による行政改革との類似点も多

く、今後は NPMが本格的に導入される可能性もあるとする。

と同時に現代中国の行政改革と欧米諸国の改革との大きな違いは党政関係の調整問題であり、 80

年代後半以降、「党政分離jによる改革が志向されたが、 2003年時点では「党政分業Jに近い状態にあ

るとする。また、農村基層社会においては「党政融合Jの側面が濃厚である。今後の「政党国家」体制

の変容に関しては、政府党体制モデルが将来的に選択肢の 1つになりうる。また、注目すべき論点

として、コーポラテイズム的移行の可能性もありうるとする。これは中国共産党が自ら利益団体化

し、社会の利益を直接吸収することで政策決定に影響力を持ち、人民代表大会の機能を一部補完す

るというモデルである。

最後に、現代中国の「政党国家J体制の「正統性」と「正当性Jの問題については、 80年代以来の政府

機構改革は政府の「効用Jr効率」の向上により、「正当性Jを高める意図があったとし、第二段階で改

革が「正統性」問題にまで波及し、 89年の「正統性危機」に接続するに至ったが、第三段階では「正当

性Jを確保しつつ、「党政分業J状態に維持することで「正統性危機Jを回避しえたとする。農村基層社

会では政治権力の「正統性」が強化されつつあり、現段階では一定程度の「正当性J確保に成功してお

り、「正統性危機」への接続は考えにくいが、「正統性」を再調達する課題は残されており、その意味

からもコーポラテイズム的移行の可能性に注目したいとする結論を導いている。
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II.審査要旨

本論文は、副題に示されているようにィ中華人民共和国樹立以来の中国政治体制を「政党国家Jと

して規定した上で、近二十年来の政治的行政的機構の変容を支配の正統性の再調達過程との関連の

中に置きなおし、今後の中国政治体制の変動の可能性とそのいくつかの選択肢を展望しようとする

意欲的な試みである。

現代中国政治分析は、今日にあっては 1978年 12月中国共産党第 11期 3中全会での郵小平らの

主導になる政治的方針の大転換以後を対象としている。しかし、この時期も政治体制としてみれば、

基本的枠組みは毛沢東時代を「継承」してきた。それは、圧倒的政治勢力としての中国共産党を中心

とした、その限りにおいて他の 8民主党派による権力への挑戦を許容しない非競合的政治体制を維

持していることを意味1している。もちろん、本論文の著者が依拠している G・サルトーリの政党論に

いう非競合的政治体制内にあっても、純粋の一党制とともに、セカンドクラスの政党を含みこんだ

ヘゲモニー政党制が位置づけられていることから、いわゆる毛沢東の 20年(1956-1976年)を事実上

の「一党制J期とし、 1978年末の転換以後を「ヘゲモニー政党制J期と区分することができる。この転

換によって、非競合的政治体制を全体として維持しつつ、政治的支配の正統性を再調達しえたのが

郵小平時代であった。内外の多くの研究者は、この転換を「全体主義」政治体制から「権威主義」への

移行として把握し、その先に競合的政治体制としての「民主主義」への転換を予測している。本論文

の問題関心は、ここでいう非競合的政治体制としてのへゲ、モニー政党制構造そのものの内的変容過

程を、行政改革という中央・地方政府機構改革の進展と、それらが政党国家体制の固有の特徴である

「党政関係」とどのような相互影響関係にあるのかを実証的に解明することであった。

第一に、第 2章において、党や政府メディアに現われた公開情報をたんねんに収輯した上で、 1980

年代の「改革・開放J政策の推進による市場経済の拡大が地方レベルの政府機構改革を強制する中で、

従来の「党政関係Jの中心的環で、あった「党政融合」状態を「党政分離Jの方向へ転換させつつあったこ

とを実証している。ところが、 1989年の「天安門事件」を契機にして「党政分離」政策は後景に退き、

2002年の段階にあってもその議論は復活していないとする。ここに、本論文の実証的成果があると

ともに、、では、 1990年代の政治的正統性はいかなる方針のもとで担保されようとしたのかという分

析課題が設定されるにいたる。

第二に、第 3章において、市場経済化の拡大と進化の中で、とりわけ 1992年の部小平の「南巡講

話J以後の国際経済との緊密な接合を強化する方針のもとで、 1980年代の「市場化対応モデ、ノレ」の核

心ともいうべき「党政分離」論は、むしろ「党政分業J論に代替される過程をたどったことを地方政府

機構改革の実態分析から実証する。これを「市場化対応モデ、ノレの変容Jとしてとらえている。その意

味で、本論文は 1990年代の現象を 1980年代に形成された枠組みの変容としてとらえるとともに、

ある条件のもとではなお 80年代のモデルへの回帰がありうると判断している。この点は明示的で、は

ないにせよ、本論文が所与の中国政治構造内の量的変容過程を詳細に分析しうる視角を保持してい
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ることを示している。

第三に、第四章において、今日もなお圧倒的人口を擁する農村基層社会の「政治参加」の拡大と深

化を分析しつつ、村民委員会の直接選挙導入とその矛盾の所在の解明に取り組み、全体としてみれ

ば政治参加というチャネルの制度化を通じて新たな支配の正統性の獲得に成果を上げつつあるとす

る。この論点は、内外の多くの研究者によってすでに一定の蓄積がなされてきたが、本論文の特徴

は、なお不十分にせよ、郷鎮政府レベルの政府機構改革との関連性を指摘したところにある。それ

は、前章で論及している地方政府機構の改革が今後の政治体制の変容を考える上で、の一つの重要な

要因だとする観点の具体化でもあった。

最後に、終章において、実証にもとづく知見を「政党国家」体制そのものの今後の展開可能性と結

びつけ、藤原帰ーのいう「政府党体制」論や、すでに中国側研究者の適用の試みもある「コーポラテイ

ズムJ論的展開の選択肢が現実の中国政治空間に準備されつつあるのではないかと予測する。きわめ

て意欲的な問題提起といえるが、本論文の主題との関連性につし、てはなお実証的理論的検討が必要

と考えられる。

このように、本論文は、現代中国政治空間の変容過程を主として地方レベルの動向を基礎にして

実証分析したもので、一般的にいわれる「一党支配J体制の内的構造とその矛盾の所在を解明するこ

とに成功していると評価しうる。現代中国政治体制に関する地域研究のひとつの成果といえるだろ

フ。

ただ、本論文の不十分な点、今後に残された課題について各審査委員から以下のような指摘があ

った。

第一に、本論文の解明しようとする課題は理論的側面に一定の比重を置く必要がある。たしかに

その点では序章や第 1章に積極的見解の表明があるが、中国行政改革の地方レベルにおける実証的

研究が従来の議論.とどのように関連し、かっ新たな角度から理論的にどのような知見が得られたの

かが未整理のまま残されている。本論文の強調する地方レベノレの実証分析による成果が十分に生か

されていない面があり、この点は今後も解明されるべき重要な課題といえるだろう。とくに、非競

f 合的政治体制内変容の「ある段階」を明示的に提起することは、 21世紀中国政治の展望を語るうえで

不可欠であると思われる。

第二に、本論文の目的のひとつであると考えられる現代中国政治の実態分析の中で、行政改革を

官僚主義の克服、市場対応型、党政分業などに分類したことは重要な指摘であるが、公式報道に限

定した分析手法は現実の多様性をとらえる上で制約があると考えられる。その意味で、今後、実地

調査を含む情報の再整理が必要となるであろう。

第三に、本論文が現代中国政治体制を支える支配の「正統性」と「正当性Jの視角から「行政改革」を

分析する限り、やはり行政システムそのものともいうべき官僚制度としての実態分析が地方行政レ

ベルの具体的問題とも結ひ、つけられる必要がある。その点につき、本論文で 1980年代以降の行政シ

ステムとしての官僚制度の内在的分析が専論されていないのは惜しまれる。
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第四に、上記の指摘と関連しつつ、頻繁に用いられる「マクロ・コントロールJr経済実体Jr基層民

主jなどの用語が、中国の実態に即した説明として生かされていないと思われる。今後発表するにあ

たってはこの点に注意する必要がある。

皿.審査結果

上記のごとく、審査委員会は本論文を審査し、最終試験の結果をふまえ、本論文は博士の学位を

授与するにふさわしい研究内容を備えたものとの結論に達した。
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